
 

 

 

 

令和７年 

１２月高浜市議会定例会 

議 案 書 

    



諮問第２号 

 

   人権擁護委員の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員に推薦したいから、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求

める。 

 

  令和７年１１月２５日提出 

 

                高浜市長 杉 浦 康 憲  

 

１ 住  所  高浜市屋敷町 

２ 氏  名  岩 井 伸 江 （６７歳） 

 

   提案理由 

 この案は、人権擁護委員岩井伸江氏が令和８年３月３１日で任期

満了となるので、再度推薦するためであります。 

 



議案第６７号 

 

財産の交換について 

 

次のとおり財産を交換するものとする。 

 

  令和７年１１月２５日提出 

 

高浜市長 杉 浦 康 憲 

 

１ 交換に供する財産 

(１) 財産の種別 土地 

所在及び地番 地目 地積（㎡） 

高浜市本郷町六丁目６番８６ 学校用地 20.00 

高浜市本郷町六丁目６番８８ 〃 2895.00 

高浜市本郷町六丁目６番９１ 〃 1.41 

高浜市本郷町六丁目６番９２ 〃 4.05 

高浜市本郷町六丁目６番９３ 〃 15.00 

 (２) 価   額 １７３，６００，０００円 

２ 交換により取得する財産 

 (１) 財産の種別 土地及び建物 

ア 土地 

所在及び地番 地目 地積（㎡） 

高浜市神明町二丁目１８番１２ 宅地 790.00 

高浜市神明町二丁目１８番１３ 〃 440.00 

イ 建物 

所在 構造 床面積（㎡）

高浜市神明町二丁目１８番地１３ 
鉄骨造 

２階建 
763.5 

 (２) 価   額 １７６，９００，０００円 

   ア 土地 １４５，０００，０００円 

   イ 建物  ３１，９００，０００円 

３ 交 換 の 相 手 方 安城市御幸本町５０１番地１ 

あいち中央農業協同組合 



           代表理事組合長 渥 美 純 一 

４ 交換差額の補足 市は、相手方に対し、交換差額金として３，

３００，０００円を支払うものとする。 

    

提案理由 

この案は、市の所有する旧高取幼稚園用地と、あいち中央農業協

同組合の所有する翼ふれあいプラザの土地及び建物を交換するため

であります。 



議案第６８号 

 

高浜市税条例及び高浜市都市計画税条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市税条例及び高浜市都市計画税条例の一部を改正

するものとする。 

 

  令和７年１１月２５日提出 

 

                高浜市長 杉 浦 康 憲  

 

   高浜市税条例及び高浜市都市計画税条例の一部を改正 

する条例（案） 

 

（高浜市税条例の一部改正） 

第１条 高浜市税条例（昭和２９年高浜町条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

第３９条第１項中「６月３０日」を「同月３０日」に、「８月

３１日」を「同月３１日」に、「１０月３１日」を「同月３１

日」に、「１月３１日」を「同月３１日」に改める。 

  第６１条第１項中「５月１６日から５月３１日」を「４月１６

日から同月３０日」に、「７月３１日」を「同月３１日」に、

「１２月２５日」を「同月２５日」に、「２月末日」を「同月末

日」に改め、同条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項

を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」

に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、基準年度の第１期の納期は、５月

１６日から同月３１日までとする。 

第６３条中「第６１条第３項」を「第６１条第４項」に改め

る。 

第７６条第２項中「５月３１日」を「同月３１日」に改める。 

（高浜市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 高浜市都市計画税条例（昭和３１年高浜町条例第１０号）



の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「５月１６日から５月３１日」を「４月１６日

から同月３０日」に、「７月３１日」を「同月３１日」に、「１

２月２５日」を「同月２５日」に、「２月末日」を「同月末日」

に改め、同条第２項中「前項」を「前２項」に、「同項」を「当

該各項」に、「第６１条第２項」を「第６１条第３項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、基準年度（市税条例第５７条の２

第１項に規定する基準年度をいう。）の第１期の納期は、５月

１６日から同月３１日までとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提案理由 

 この案は、基幹系システムの標準化に伴い、固定資産税及び都市

計画税の納期を変更するほか、条文の整備を行うためであります。 



議案第６９号 

 

高浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の

一部改正について 

 

次のとおり高浜市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の

一部を改正するものとする。 

 

  令和７年１１月２５日提出 

 

                高浜市長 杉 浦 康 憲   

 

高浜市行政手続における特定の個人を識別するための 

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に 

関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 高浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年

高浜市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

高浜市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す 

る条例 

第１条中「個人番号の利用」の次に「及び法第１９条第１１号に

基づく特定個人情報の提供」を加える。 

第４条第１項及び第３項中「市長」の次に「又は教育委員会」を

加え、同条第４項中「、規則その他の規程の規定」を「その他の定

め」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を

加える。 

４ 市長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第９

条第１項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、

市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって

住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下

同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管理するもの（以下



「住登外者宛名番号管理機能」という。）による住登外者の情報

の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）であ

って自らが保有するものを利用することができる。 

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供す

ることができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表

の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理

するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、

他の条例その他の定めにより当該特定個人情報と同一の内容の情

報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提

出があったものとみなす。 

別表第１に次のように加える。 

10 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの 

11 教育委員

会 

経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒

（就学予定者を含む。別表第２及び別表第３にお

いて同じ。）の保護者に対する就学援助費の支給

に関する事務であって規則で定めるもの 

12 教育委員

会 

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

13 教育委員

会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 高浜市障害者扶助料支給

条例による障害者扶助料

の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）その他の

地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算

定した税額又はその算定



の基礎となる事項に関す

る情報（以下「地方税関

係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）第７

条第４号に規定する事項

（以下「住民票関係情

報」という。）であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

２ 市長 高浜市遺児手当支給条例

による遺児手当の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

３ 市長 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律による障

害児福祉手当若しくは特

別障害者手当又は国民年

金法等の一部を改正する

法律附則第９７条第１項

の福祉手当に愛知県が加

算して支給する手当の支

給に関する事務であって

規則で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）

による身体障害者手帳、

精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）

による精神障害者保健福

祉手帳又は知的障害者福

祉法（昭和３５年法律第

３７号）にいう知的障害

者に関する情報であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 



住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

４ 市長 高浜市母子家庭等医療費

の支給に関する条例によ

る医療費の支給に関する

事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

医療保険各法（健康保険

法（大正１１年法律第７

０号）、船員保険法（昭

和１４年法律第７３

号）、私立学校教職員共

済法（昭和２８年法律第

２４５号）、国家公務員

共済組合法（昭和３３年

法律第１２８号）、国民

健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）又は地

方公務員等共済組合法

（昭和３７年法律第１５

２号）をいう。）又は高

齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律

第８０号）による医療に

関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報

（以下「医療保険給付関

係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

５ 市長 後期高齢者福祉医療費の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 



医療保険給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

６ 市長 高浜市子ども医療費支給

条例による医療費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

７ 市長 高浜市障害者医療費支給

条例による医療費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

８ 市長 高浜市精神障害者医療費

支給条例による医療費の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

９ 教育委員

会 

経済的な理由によって就

学困難な児童又は生徒の

保護者に対する就学援助

費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

10 教育委員

会 

特別支援教育就学奨励費

の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 



別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員

会 

経済的な理由によ

って就学困難な児

童又は生徒の保護

者に対する就学援

助費の支給に関す

る事務であって規

則で定めるもの 

市長 地方税関係情報

であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報

であって規則で

定めるもの 

２ 教育委員

会 

特別支援教育就学

奨励費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの 

市長 地方税関係情報

であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報

であって規則で

定めるもの 

３ 教育委員

会 

住登外者宛名番号

管理機能による住

登外者の情報の管

理に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

市長 住登外者宛名情

報であって規則

で定めるもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提案理由 

この案は、地方公共団体情報システムの標準化による住登外者宛

名番号管理機能の実装に伴い、所要の規定の整備を行うためであり

ます。 



議案第７０号 

  

高浜市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

  

次のとおり高浜市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例を制定するものとする。 

  

令和７年１１月２５日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲   

  

高浜市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基 

準を定める条例（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用

する用語の例による。 

（設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項の規定により条例で定める基準

は、次条に定めるものを除くほか、乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。以下「府令」と

いう。）に定めるとおりとする。 

（乳児室の面積） 

第４条 府令第２１条第２号中「１．６５平方メートル」とあるの

は、「３．３平方メートル」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 



 この案は、令和８年度から実施する乳児等通園支援事業の設備及

び運営について、基準を定めるためであります。 



議案第７１号 

  

高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の全部改正について 

  

次のとおり高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の全部を改正するものとする。 

  

令和７年１１月２５日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲 

  

高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例（案） 

 

高浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年高浜市条例第２２号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用

する用語の例による。 

（設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項の規定により条例で定める基準

は、次条及び第５条に定めるものを除くほか、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号。以下「省令」という。）に定めるとおりとする。 

（乳児室の面積） 

第４条 省令第４３条第２号中「１．６５平方メートル」とあるの

は、「３．３平方メートル」とする。 

（連携施設の確保） 

第５条 省令附則第３条の規定は、適用しない。 

附 則 



この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準につい

て、市が独自に規定するものを除き、省令によることとするためで

あります。 



議案第７２号 

  

高浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の全部改正について 

  

次のとおり高浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の全部を改正するものとする。 

  

令和７年１１月２５日提出 

  

高浜市長 杉 浦 康 憲   

  

高浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例（案） 

 

高浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年高浜市条例第２４号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第３４条の８の２第１項の規定に基づき、放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるもの

とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用

する用語の例による。 

（設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の８の２第１項の規定により条例で定める基準

は、次条に定めるものを除くほか、放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。以

下「省令」という。）に定めるとおりとする。 

（放課後児童支援員） 

第４条 省令第１０条第１項の放課後児童支援員は、同条第３項各

号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都

市若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市の長が行う研修



を修了したもの（新たに放課後児童健全育成事業者の職員となっ

た者が省令第１０条第３項各号のいずれかに該当する者である場

合においてはその者がその職員となった日の、放課後児童健全育

成事業者の職員が同項各号のいずれかに該当する者となった場合

においてはその者となった日の属する年度の翌年度の末日までに

修了することを予定している者を含む。）でなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（高浜市児童クラブの実施に関する条例の一部改正） 

２ 高浜市児童クラブの実施に関する条例（令和７年高浜市条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「高浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年高浜市条例第２４号）第１０

条第４項」を「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）第１０条第４項」に改

める。 

 

提案理由 

 この案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

について、市が独自に規定するものを除き、省令によることとする

ためであります。 


